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業務委託仕様書（案） 

 

委託業務名：令和６年度勝連城跡の魅力向上・誘客強化業務 

履 行 場 所：うるま市勝連南風原地内 

履 行 期 間：契約日の翌日から令和６年３月１４日まで 

予 算 規 模：３４，８５９，０００円（消費税込み）を上限とする。 

 

第１章 総 則 

 

（業務の目的） 

第１条 本業務は、本市における滞在型観光を促すためのナイトコンテンツの造成を通して、勝

連城跡の活用可能性及び来場者の受入環境強化に必要な機能等を把握するとともに、民間

事業者による MICE 開催等をはじめとする事業参画の動機付けとなる環境を構築し、本市

を代表する観光施設としての魅力向上・誘客力強化に繋げることを目的に実施する。 

 

（適用範囲） 

第２条 本仕様書は、令和６年度勝連城跡の魅力向上・誘客強化業務（以下「業務」という。）に

適用する。 

 

（疑義） 

第３条 受注者は、本仕様書に疑義を生じた場合、あらかじめ契約前に明確にしておくものとす

るが、契約後に疑義が生じた場合は、発注者と協議してその指示に従わなければならない。 

 

（業務計画） 

第４条 受注者は、あらかじめ業務に必要な業務計画を立て、発注者と協議しなければならない。 

 

（成果品の検査） 

第５条 受注者は、本仕様書に定められた業務を行い、成果品の検査に合格したときに業務は完

了するものとするが、業務完了後において誤りを発見したときは、直ちにこれを訂正する

ものとする。 

 

（一般事項） 

第６条 ⑴ 受注者は、関係法令を遵守し誠実を旨として業務にあたらなければならない。 

    ⑵ 受注者は、業務を他に再委託する場合は、事前に協議の上承認を得ること。 
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    ⑶ 受注者は、業務により知り得た事項については、秘密を厳守し、他に漏らしてはな

らない。 

    ⑷ 業務中に、地域住民や権利者から業務に関して異議があった場合、速やかに発注者

と協議し対応すること。 

    ⑸ 受注者は、業務の実施にあたり技術上の管理を行う管理技術者を定め、業務全般に

わたり技術的な管理を行わなければならない。 

    ⑹ 受注者は、業務の着手及び完了にあたり、以下の書類を提出しなければならない。 

      ア 着手届  イ 工程表  ウ 管理技術者届  エ 業務担当職員表 

      オ 経歴書  カ 完了届  キ 引渡書  ケ その他発注者が必要と認める

書類 

    ⑺ 受注者は、業務のために必要な関係官庁の手続きとその関係者に対して、常に密な

連携を取ると共に十分な協議を行い、円滑な業務の進捗を期さなければならない。 

    ⑻ 受注者は、契約遂行に必要な関係資料の貸与を市に申し出ることができる。 

    ⑼ 本仕様書に記載されていない事項が発生した場合、或いは本仕様書の記載事項に疑

義が生じた場合は発注者と協議すること。 

    ⑽ その他、勝連城跡の魅力向上・誘客強化業務企画提案方式実施要領を遵守すること。 

 

（著作権） 

第７条 ⑴ 業務で取得したすべての財産（デザインや備品等）は、うるま市へ帰属するものと

する。また、業務の実施により生じた著作物に関する全ての著作権（著作権法第27

条及び同法第28条に定められた権利を含む）は、うるま市へ帰属する。 

    ⑵ 受注者は、うるま市又はうるま市から正当の本件著作物の利用を許可された第三者

に対し、著作者人格権を行使しないものとする。 

    ⑶ うるま市は、本件著作物の公表に際して、受注者の承諾を得ることを要しないもの

とする。 

    ⑷ 業務にあたり、第三者の著作権、肖像権等その他の権利に抵触するものについては、

受注者の費用をもって処理し、受注者自らその版権者（著作権者）に承諾を得るも

のとする。 

    ⑸ 業務の実施による成果物は、映像、画像等の著作権上の権利関係を済ませた上で納

入すること。また、それらに関する紛争が生じた場合は、本市指示に基づく場合を

除き、受注者の責任において対応するものとし、うるま市は責任を負わない。 
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第２章 業務内容 

（対象区域） 

第８条 業務の対象区域は、うるま市勝連城跡文化観光拠点施設とする。 

 

（見積要領） 

第９条 業務の見積は、別紙「業務内訳書」に沿って以下のとおり作成するものとする。 

 ① 工種毎に「職種名」「人工数」「数量」「単価」をした直接人件費の内訳書 

 ② 成果品毎に係る直接経費の内訳書 

 ③ 諸経費の率を明記した見積書 

 ④ 消費税率は10％として、業務委託料を算出することとする。 

   （業務委託料）＝（直接人件費）＋（直接経費）＋（諸経費）＋（消費税相当額） 

 ⑤ 再委託となる費用については一般管理費、直接経費及びその他原価とは個別で計上 

   することとする。 

 

（業務内容） 

第 10条 業務の内容は、次のとおりとする。 

 ⑴ 業務計画書の作成 

  業務に先立ち、業務目的及び内容を把握した上で業務計画書を作成し、業務の手順及び遂

行に必要な事項を企画立案する。なお、業務計画書には、造成するナイトコンテンツ、実

施するイベント、メディアプロモーションに係る目標の設定及びその根拠が記載されてい

ること。また、勝連城跡の活用可能性及び来場者の受入環境強化に必要な機能が整理され、

観光施設としての魅力向上・誘客力強化の方針が示されていること。 

 

⑵ ナイトコンテンツ造成に向けた検討 

「令和５年度勝連城跡の魅力向上・誘客強化事業」（以下、前年度業務）のナイトコンテ

ンツ造成に係る実施内容を踏まえて、更なる魅力的なナイトコンテンツの造成に向けたデ

ザイン、対象範囲の設定、イベントの実施方針等を整理・検討する。なお、対象施設にお

ける通常時とイベント時の開場時間、来場者の動線（イベント参加者と一般来場者の区分）

などの運用方法についても検討すること。 

 

 ⑶ ナイトコンテンツ造成に向けた環境整備 

前年度業務で実施した環境整備内容を活用し、本業務で実施するナイトコンテンツの造成

に必要な器具の選定、運用イメージ及び配置計画の作成、設置方法の検討、勝連城跡の景

観を損なわない工夫、整備（本業務に係る電源供給の検討及び改修を含む。）を行い、イ
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ベント開催との相乗効果を図る仕組みを構築する。器具の選定にあたっては、夜間におけ

る勝連城跡の魅力を最大限高め、かつ、導入後の維持管理費を極力抑えたものとする。導

入する器具の配置計画及び整備にあたっては、周辺環境との調和を図りつつ、遠景から近

景までの眺望景観を確保するとともに、市文化財課と密な調整を行い、遺構を傷つけるこ

とのないよう必要な対策を講じること。整備時期は、勝連城跡及びその周辺で予定してい

る他の事業スケジュールを踏まえて発注者と協議の上、決定する。なお、「令和５年度勝

連城跡の魅力向上・誘客事業」で実施した環境整備規模額は１５,０００,０００円程度で

ある。 

 

 ⑷ 勝連城跡の活用に資する常設設備の検討 

   地域活性化と経済波及効果が見込まれる MICE 開催等の需要取り込みには、継続利用可能

な常設設備の導入が必要となるため、前年度業務で導入したナイトコンテンツを含めて、

常設設備の導入に向けた整理・検討を行う。なお、整理・検討にあたっては、類似施設の

導入状況を把握するとともに、文化財保護法等を踏まえた常設設置に向けて必要な手続き、

条件等のポイント整理、実現可能な導入手法を検討すること。また、関係各所（文化庁、

沖縄県文化財課、市文化財課等）との調整に必要な資料の作成を行うこと。 

 

 ⑸ イベントの実施 

本業務で実施した環境整備内容を使用し、勝連城跡の活用の幅を広げ、滞在型観光による

来場者の満足度向上、民間事業者による勝連城跡の活用を促進するための夜間イベントを

実施する。イベント期間中は来場者の安全を確保するための交通誘導員、夜間警備を実施

すること。イベントの開催時期及び時間帯については、あまわりパークの運営事業者と協

議の上、決定する。なお、イベント内容については、来場者の増加に資するものであり、

勝連城跡の認知度及び魅力向上に繋がるものとすること。また、持続可能なイベントとな

るよう必要な措置を検討し仕組み化すること。うるま市の自治会や観光物産協会等、地域

との連携についても必要に応じて検討すること。 

 

⑹ メディアプロモーション活動 

勝連城跡を広く周知するためのメディアプロモーション活動を実施する。実施にあたって

は、幅広い年齢層にアプローチできるようプロモーション映像等の制作やＳＮＳ等を積極

的に活用すること。実施するプロモーションは、誰に何をどのようにしてプロモーション

するのかを明確にしたうえで、世界遺産である勝連城跡の来場者増加に向け効果が最大化

するよう工夫すること。 
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 ⑺ 効果検証 

   ナイトコンテンツ造成、イベント実施およびメディアプロモーションに係る効果を検証す

るとともに、勝連城跡の活用可能性及び来場者の受入環境強化に必要な機能等を把握し、

今後の勝連城跡の活用方針、来場者増加に向けた環境整備に関するロードマップを策定す

ること。また、環境整備に必要な概算事業費等を整理すること。 

 

⑻ 業務打合せ・協議 

打合せ協議は、業務着手時及び中間時、業務完了時の計３回を基本として実施する。業務

遂行上、３回以上となっても変更の対象としない。 

 

 ⑼ 業務報告書の作成 

   業務の成果をとりまとめた報告書の作成を行う。 

 

（成果品） 

第 11条 成果品は、以下の部数を納品する。 

   業務報告書・・・・・・・・・・・・・・３部 

器具等の台帳・図面・・・・・・・・・・３部 

上記を収納した電子データ・・・・・・・１式 

 

（留意事項） 

第 12 条 ⑴ 勝連城跡を対象に造成するナイトコンテンツと勝連城跡文化観光拠点施設を組み

合わせることで魅力の向上、誘客強化の図れる仕組みを構築すること。 

     ⑵ 本業務に係る電源供給は、入口ゲートで検討するものとする（別紙位置図参照）。 

     ⑶ 本業務で造成するナイトコンテンツ等は、将来の施設運営や活用の多様化に容易

に対応できる拡張性を有するものとする。 

     ⑷ 業務の成果物が契約の内容に適合しないものであるときの取扱いについて、受注

者の契約不適合責任期間を検収後１年とし、隠れた不具合、不良等を発見した場

合は速やかに無償で是正しなければならない。 

     ⑸ 本仕様書に記載の業務内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の請

負契約の仕様書とは異なる場合がある。 

     ⑹ 本市が別途実施する「令和６年度勝連城跡のあまわりパークの魅力向上・集客強

化業務」との相乗効果が十分に発揮されるものであること。 

     ⑺ 本市が掲げる「感動産業特区」の推進や連携に寄与するものであること。 
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⑻ 参考資料について 

       業務の実施にあたり、下記資料を十分に熟知すること。 

       ・勝連城跡活用ガイドライン 

       ・令和５年度勝連城跡の魅力向上・誘客強化事業 業務報告書（参考） 

       ・入口ゲート位置図、引込盤詳細図 

       ・イベント盤詳細図 
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業務内訳書 

業務名：令和６年度 勝連城跡の魅力向上・誘客強化業務 

業務内容 単位 数量 摘要 

≪直接人件費≫    

（１）業務計画書の作成 式 １  

（２）ナイトコンテンツ造成に向けた検討 式 １  

（３）ナイトコンテンツ造成に向けた環境整備 式 １  

（４）勝連城跡の活用に資する常設設備の検討 式 １  

（５）イベントの実施 式 １  

（６）メディアプロモーション活動 式 １  

（７）効果検証 式 １  

（８）業務打合せ・協議 式 １ ３回程度 

（９）業務報告書の作成 式 １  

≪直接経費（印刷製本費等）≫ 式 １  

 


